
ECOまちだは、環境に配慮した紙やインクを使用しています。
90,500部作成し、1部あたりの単価は4円です（職員人件費を含みます）。
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リチウムイオン電池など小型充電式電池の回収が始まりましたリチウムイオン電池など小型充電式電池の回収が始まりました
電動歯ブラシやデジタルカメラなどで使用されている小型充電式電池は、衝撃や水濡れが原因で火災の発生原因となる可能性があります。
市では7月からリチウムイオン電池などの小型充電式電池の回収を行っています。有害ごみ（電池）としてお出しください。

♻�リサイクルマークが付いている電池は、一般財団法
人JBRCの回収協力店へ持ち込むことができます。

　「小型家電回収ボックス」や「リサイクル広場」で回収
しています。ボックスの投入口は15センチ×30セン
チです。これを超えるサイズの物はリサイクル広場（地
域リサイクル広場を除く）へお持込みください。

広告欄

詳しくは、環境
政策課へお問い
合わせください。
☎ 042・724・4386

掲載広告
募集中

今回のECOまちだで紹介した記事は、
SDGs17の目標のうち下の6つにあては
まります。

小型充電式電池を使用している家電の例

このマークが目印です

電池を取り外し、電極部分に絶縁のためにビニールテープを巻いて、有害ごみとしてお出しください

ビニールテープを電極部分に巻く 有害ごみ（電池）の日に、資
源集積所に設置するカゴに
入れる（電池の例）

リチウムイオン電池

ニカド電池

ニッケル水素電池

マークなし、破損

燃やせないごみを人の手で選別
（手選別コンベヤの写真）

テープ巻き

テープ巻きの
ポイント！

　リサイクルマーク
が見えるように巻く

（テープの色は何色
でもOK）

♻♻

テープまきまき
だのん♪

回収協力店もご利用ください

電池を外すことができない小型家電の出し方

ボタン型電池も有害ごみ（電池）の日にお出しください

出し方

ごみ収集課
☎ 042・797・7111問い合わせ先

ごみ全般に関する相談窓口を開設しています。�
集積所や不法投棄などでお困りの方、お気軽にご相談・お問い合わせください。
出し方や分別は、アプリ、ホームページ、町田市代表電話（042・722・3111）でご案内しています。

Android端末用 iOS端末用 公式ホームページ

ごみ収集課ごみ相談係　☎ 042・797・7111　受付時間は、月曜日から土曜日 午前8時30分から午後5時まで

ごみに関する相談窓口のご案内ごみに関する相談窓口のご案内

キーワード検索もご利用ください町田市ごみ分別アプリ

!!

電池・ライター類 スプレー缶類

小型家電回収

リサイクル広場

♻�回収協力店は一般財団法人JBRCのホー
ムページ（右記二次元バーコード）で調べる
ことができます。

電池が取り出せない
主な家電

町田市バイオエネルギーセンターを町田市バイオエネルギーセンターを
火災から守ろう！火災から守ろう！

循環型施設管理課
☎ 042・797・2732

問い合わせ先

ごみ収集課
☎ 042・797・7111

問い合わせ先

　回収日は月1回です。
「資源とごみの収集カレ
ンダー」や「ごみ分別アプ
リ」で確認してください

　町田市バイオエネルギーセンターで受け入れる燃やせるごみ・燃やせないごみには、火災の原因となる有害ごみ等（リチウムイオン電池など）が混入
しているケースがあります。有害ごみ等を取り除くため、燃やせないごみは人の手で選別を行っていますが、それらの量が多いと取り切れません。
　2月・6月には火災が発生し、他市の支援を受けなくては、燃やせないごみを処理しきれない状況になっています。ごみを分別することは、ごみの
量を減らすだけでなく、ごみ処理施設を守ることにもつながります。適切なごみの分別にご協力をお願いします。

混入していた有害ごみ等
火災後の燃やせない
ごみ（焼け跡）

35,000円

150名(定員を超える応募があった場合は抽選)

申請書（市HPでダウンロード）を8月12日（金）まで
（必着）にメールもしくは郵送で環境政策課へ。

市内在住（町田市に転入予定の方については、2022年度内に市内に住民登録を行う方）で
2022年度内に家庭用燃料電池システム（エネファーム）を自宅に設置する方

家庭用燃料電池システム（エネファーム）を設置する方に奨励金を給付します。

奨 励 金

定　員

申請方法 問い合わせ先：環境政策課
☎ 042・724・4386

詳細は町田市ホームページをご確認ください。

詳細は
こちら

ごみを分別してく
れると、新しい
施設を守れるのん♪

対　象


